
税金納付年間予定表
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★① 納期の特例が利用できるのは、給与の支給人員が常時9人以下の事業所となります。この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出する必要があります。

★② 前事業年度の確定法人税額が20万円を超えた場合は中間納付が発生します。

★③ 前事業年度の確定消費税額が48万円超400万円以下の場合年1回の中間納付が、400万円超4,800万円以下の場合年3回の中間納付が、4,800万円超の場合年11回の中間納付が発生します。
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